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２．指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 
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３．指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について                  ・・・24ページ 

 

４．介護報酬の算定構造（案）                      ・・・42ページ 

 

５．介護給付費算定に係る体制等状況一覧表                ・・・43ページ 

 

 

 

 

 

 今回の資料に使用した「介護報酬の算定構造（案）」は、現段階で国が示

した改正（案）です。 

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて 

受付けます。(電子メールでのみ受け付けます。) 

以上、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 
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○ 居宅介護支援・介護予防支援 基本報酬

○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

① ２（１）②認知症に係る取組の情報公表の推進

② ２（２）①看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

③ ２（４）⑦退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

④ ２（６）①質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）

⑤ ２（６）②逓減制の見直し

⑥ ２（６）③医療機関との情報連携の強化

⑦ ２（６）④看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価

⑧ ２（６）⑤介護予防支援の充実（予防のみ）

⑨ ２（７）⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

⑩ ５（１）⑪生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

⑪ ５（１）⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

⑫ ５（２）②居宅介護支援における（看護）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止★

改定事項

６．居宅介護支援・介護予防支援
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181

居宅介護支援・介護予防支援 基本報酬

居宅介護支援費（Ⅰ）
・居宅介護支援費（Ⅱ）を算定していない事業所

○居宅介護支援（ⅰ）
・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が40未満である場合又は40以上
である場合において、40未満の部分

＜現行＞ ＜改定後＞
(一)要介護１又２ 1,057単位／月 1,076単位／月
(二)要介護３、４又は５ 1,373単位／月 1,398単位／月

○居宅介護支援（ⅱ）
・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が40以上である場合において、
40以上60未満の部分

(一)要介護１又は２ 529単位／月 539単位／月
(二)要介護３、４又は５ 686単位／月 698単位／月

○居宅介護支援（ⅲ）
・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が40以上である場合において、
60以上の部分

(一)要介護１又は２ 317単位／月 323単位／月
(二)要介護３、４又は５ 411単位／月 418単位／月

単位数

居宅介護支援費（Ⅱ）【新区分】
・一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したもの
を含む。）の活用又は事務職員の配置を行っている事業所

○居宅介護支援（ⅰ）
・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が45未満である場合又は
45以上である場合において、45未満の部分

＜現行＞ ＜改定後＞
(一)要介護１又２ 新規 1,076単位／月
(二)要介護３、４又は５ 新規 1,398単位／月

○居宅介護支援（ⅱ）
・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が45以上である場合にお
いて、45以上60未満の部分

(一)要介護１又２ 新規 522単位／月
(二)要介護３、４又は５ 新規 677単位／月

○居宅介護支援（ⅲ）
・ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が45以上である場合にお
いて、60以上の部分

(一)要介護１又は２ 新規 313単位／月
(二)要介護３、４又は５ 新規 406単位／月

介護予防支援費 ＜現行＞ ＜改定後＞
431単位／月 438単位／月
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188

○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

-3-



10

○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

概要

２．（１）② 認知症に係る取組の情報公表の推進

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）
（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く）★】
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○ 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護
等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬（介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護（介護老
人保健施設によるものを除く））や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。【告示改正、通知改正】

○ 施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援
に努めることを求める。【通知改正】

概要

〇 ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

○ 施設サービス計画の要件として、以下の内容等を運営基準の通知に記載する
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

算定要件等

２．（２）① 看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実

【短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

-5-



45

○ 退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サー
ビスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福
祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等
が参画することを明確化する。【通知改正】

概要

○ 変更なし。
※ 指定居宅介護支援における退院・退所加算

単位数

○ 居宅介護支援における退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載する。
・ 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを

提供する作業療法士等が参加するもの。

算定要件等

２．（４）⑦ 退院・退所時のカンファレンスにおける
福祉用具専門相談員等の参画促進

（Ⅰ）イ ４５０単位 （Ⅰ）ロ ６００単位 （Ⅱ）イ ６００単位 （Ⅱ）ロ ７５０単位 （Ⅲ） ９００単位

関係者からの利用者
に係る必要な情報提
供の回数

１回
（カンファレンス以外
の方法により実施）

１回
（カンファレンス

により実施）

２回以上
（カンファレンス以外
の方法により実施）

２回
（うち１回以上はカン
ファレンスを実施）

２回以上
（うち１回以上はカン
ファレンスを実施）

【居宅介護支援、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院】
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50

○ 経営の安定化、質の高いケアマネジメントの一層の推進を図る観点から、特定事業所加算について、以下の見
直しを行う。【告示改正】
ア 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が包括的に

提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
イ 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体

制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設する。
ウ 特定事業所加算（Ⅳ）について、加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状

況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離
した別個の加算とする。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
特定事業所加算（Ⅰ）500単位/月 ⇒ 特定事業所加算（Ⅰ）505単位/月
特定事業所加算（Ⅱ）400単位/月 ⇒ 特定事業所加算（Ⅱ）407単位/月
特定事業所加算（Ⅲ）300単位/月 ⇒ 特定事業所加算（Ⅲ）309単位/月

なし ⇒ 特定事業所加算（A）100単位/月（新設）

＜現行＞ ＜改定後＞
特定事業所加算（Ⅳ） 125単位／月 → 特定事業所医療介護連携加算 125単位／月

単位数

２．（６）① 質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）①－１

【居宅介護支援】
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算定要件
特定事業所加算（Ⅰ） 特定事業所加算（Ⅱ） 特定事業所加算（Ⅲ） 特定事業所加算（A）

505単位 407単位 309単位 100単位

（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること ２名以上 １名以上 １名以上 １名以上

（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること ３名以上 ３名以上 ２名以上

常勤：１名以上
非常勤：１名以上

（非常勤は他事業所
との兼務可）

（３）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること ○ ○ ○ ○

（４）24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること ○ ○ ○
○

連携でも可

（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が100分の
40以上であること

○ × × ×

（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること ○ ○ ○
○

連携でも可

（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支
援を提供していること

○ ○ ○ ○

（８）地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること ○ ○ ○ ○

（９）居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ○ ○ ○ ○

（10）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専
門員１人当たり40名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は45名未満）であること

○ ○ ○ ○

（11）介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること
（平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用）

○ ○ ○
○

連携でも可

（12）他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること ○ ○ ○
○

連携でも可

（13）必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含む）が包括的に提供されるような居宅
サービス計画を作成していること

○ ○ ○ ○

２．（６）① 質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）①－２

特定事業所医療介護連携加算 125単位

（１）前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が35回以上

（２）前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を５回以上算定

（３）特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること

【特定事業所加算】

【特定事業所医療介護連携加算】 （現行の特定事業所加算（Ⅳ）と同じ）

51

算定要件等
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○ ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うととも
に、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。【省令改正】
・ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスの利用割合
・ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

概要

２．（６）① 質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）②

○○事業所（○％）

説明

52

介護情報公表システム

地域密着型通所介護通所介護

福祉用具貸与

地域密着型通所介護
福祉用具貸与

通所介護

通所介護
訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護（○％）

通所介護（○％）

福祉用具貸与（○％）

地域密着型通所介護（○％）

○○事業所（○％） ○○事業所（○％）

○○事業所（○％） ○○事業所（○％） ○○事業所（○％）

○○事業所（○％） ○○事業所（○％） ○○事業所（○％）

○○事業所（○％） ○○事業所（○％） ○○事業所（○％）

【居宅介護支援事業所】

掲載

介護情報公表システムの運営情報において公表

＊ 各サービス（特定事業所集中減算対象サービス）を位置付けたケアプラン数／事業所のケアプラン総数

【居宅介護支援】
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53

○ 適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、介護支援専門員１人当たりの取
扱件数が40件以上の場合40件目から、60件以上の場合60件目からそれぞれ評価が低くなる（40件未満は居宅介護
支援費（Ⅰ）、40件以上60件未満の部分は同（Ⅱ）、60件以上の場合は同（Ⅲ）が適用される）逓減制において、
一定のICT（AIを含む）の活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用（居宅介護支援
費（Ⅱ）の適用）を45件以上の部分からとする見直しを行う。その際、この取扱いを行う場合の逓減率（居宅介
護支援（Ⅱ）及び（Ⅲ）の単位数）について、メリハリをつけた設定とする見直しを行う。【告示改正】

※ 特定事業所加算における「介護支援専門員１人当たりの受け入れ可能な利用者数」について、この取扱いを
踏まえた見直しを行う。（２（６）①参照）

○ 逓減制における介護支援専門員１人当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所が自然災害や感染症等に
よる突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏ま
え、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例
外的に件数に含めない見直しを行う。【告示改正】

概要

２．（６）② 逓減制の見直し

例：要介護３･４･５の場合

【現行】

※ ICT等の活用の有無にかかわらず、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合、例外的に件数に含めない。

（411単位）

（686単位）
居宅介護支援費Ⅰ

居宅介護支援費Ⅱ
居宅介護支援費Ⅲ

（介護支援専門員１人当たり取扱件数）

40件 60件

（1,373単位）

45件

⇒ ４５件以上に適用

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護
支援費ⅱ

（介護支援専門員１人当たり取扱件数）

40件 60件

居宅介護支援費ⅲ

（1,398単位）

（698単位）

（418単位）

（1,398単位）

（677単位）

（406単位）

⇒ 一定の条件を満たした場合

【改定後：ICT等を活用する場合】
（黒字：現行の単位数、赤字：改定後の単位数）

【居宅介護支援】
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○ 居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質
の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等
と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設
する。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 通院時情報連携加算 50単位／月（新設）

単位数

・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、

医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合

算定要件等

２．（６）③ 医療機関との情報連携の強化

ケアマネジャー・利用者

指導・助言

相談

主治医

認知症など

※ 月１回を上限
※ ケアプランに記録

【居宅介護支援】
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○ 看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、居宅サービス等の利用
に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービ
ス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務
や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められ
るケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とする見直しを行う。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
サービス利用の実績がない場合は請求不可 ⇒ 居宅介護支援費を算定可

単位数

２．（６）④ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価

【居宅介護支援】

・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成など、請求にあたって必
要な書類の整備を行っていること

・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介
護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと

算定要件等

【現行】サービス利用の実績がな
い場合、居宅介護支援費算定不可

退院 状態変化

利用者・家族からの相談、調整や、
サービス事業者等の調整、

ケアプランの変更 等

退院に向けて利用者の状態変化のタイミングに合
わせて、アセスメントやサービス担当者会議等の
必要なケアマネジメント業務を行い、ケアプラン
を作成

【改定後】
サービス利用の実績がない場合で
あっても、居宅介護支援費算定可

死亡

55-12-
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

２．（７）⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ

らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対

してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算 10／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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○ 平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みに
ついて、実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプ
ランの検証や届出頻度について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う

サービス担当者会議等での対応を可能とする
・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は１年後とする

○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、
検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区
分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成す
る居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。【省令改正】（効率的な
点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行）

概要

５．（１）⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

訪問回数の多い訪問介護対策

○ 訪問介護（生活援助中心型）の回数が「全国平均利用回数＋２標準偏差（２SD）」に該当するケアプラン
の保険者届出（※ 届出頻度：当該回数以上の場合は当該月ごと ⇒ 検証した場合は１年後）

○ 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランの保
険者届出 ＊令和３年10月１日施行

市町村による検討のためのマニュアルの策定

検証対象
の抽出

検証方法の強
化

検証の実施 保険者によるケアプランの検証
地域ケア会議や行政職員等を派遣する形で行うサービス担当者会議等によるケアプランの検証

必要に応じて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、サービス内容の是正を促す

【イメージ図】

※ 赤字部分：令和３年度見直し分

【居宅介護支援】
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○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して
サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること
とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以
上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を
付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合
が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業
所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利
用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている
かの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周
知期間の確保等のため、10月から施行）

概要

５．（１）⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保

【ア：訪問系サービス★（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス★（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介
護★を除く）、福祉用具貸与★ イ：居宅介護支援】
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○ （看護）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、報酬体系の簡素化の観点から、算定実績を踏まえ
て、廃止する。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位／月 ⇒ 廃止
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位／月
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位／月

単位数

５．（２）② 居宅介護支援における
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止

【居宅介護支援★】
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（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定居宅介護支援介護給付費単位数表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表

居宅介護支援費 居宅介護支援費

イ 居宅介護支援費（１月につき） イ 居宅介護支援費（１月につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)⑴ 居宅介護支援費 ⑴ 居宅介護支援費

㈠ 居宅介護支援費 ㈠ 要介護１又は要介護２ 1,057単位(ⅰ)

ａ 要介護１又は要介護２ 1,076単位 （新設）

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 1,398単位 （新設）

㈡ 居宅介護支援費 ㈡ 要介護３、要介護４又は要介護５ 1,373単位(ⅱ)

ａ 要介護１又は要介護２ 539単位 （新設）

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 698単位 （新設）

㈢ 居宅介護支援費 （新設）(ⅲ)

ａ 要介護１又は要介護２ 323単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 418単位

（Ⅱ） (Ⅱ)⑵ 居宅介護支援費 ⑵ 居宅介護支援費

㈠ 居宅介護支援費 ㈠ 要介護１又は要介護２ 529単位(ⅰ)

ａ 要介護１又は要介護２ 1,076単位 （新設）

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 1,398単位 （新設）

㈡ 居宅介護支援費 ㈡ 要介護３、要介護４又は要介護５ 686単位(ⅱ)

ａ 要介護１又は要介護２ 522単位 （新設）

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 677単位 （新設）

㈢ 居宅介護支援費 （新設）(ⅲ)

ａ 要介護１又は要介護２ 313単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ 406単位

(Ⅲ)（削る） ⑶ 居宅介護支援費

㈠ 要介護１又は要介護２ 317単位

㈡ 要介護３、要介護４又は要介護５ 411単位
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注１ ⑴については、利用者に対して指定居宅介護支援（介護 注１ ⑴から⑶までについては、利用者に対して指定居宅介護

保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第4 支援（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

6条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ いう。）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう

。）を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等 。以下同じ。）を行い、かつ、月の末日において指定居宅

の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第 介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年

38号。以下「基準」という。）第14条第１項の規定により 厚生省令第38号。以下「基準」という。）第14条第１項の

、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事 規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅

業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者 介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護

をいう。以下同じ。）について、次に掲げる区分に応じ、 支援事業者をいう。以下同じ。）について、次に掲げる区

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大 分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所（基準

第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。

以下同じ。）は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠

を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しな

い。

イ 居宅介護支援費 指定居宅介護支援事業所において イ 居宅介護支援費 指定居宅介護支援事業所（基準第(ⅰ) (Ⅰ)

指定居宅介護支援を受ける１月当たりの利用者数に、当 ２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。

該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第３項の規 以下同じ。）において指定居宅介護支援を受ける１月当

定に基づき指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第

規定する指定介護予防支援事業者をいう。）から委託を 115条の23第３項の規定に基づき指定介護予防支援事業

受けて行う指定介護予防支援（同項に規定する指定介護 者（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援事業者

予防支援をいう。）の提供を受ける利用者数（基準第13 をいう。）から委託を受けて行う指定介護予防支援（同

条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当す 項に規定する指定介護予防支援をいう。）の提供を受け

る地域に住所を有する利用者数を除く。）に２分の１を る利用者数（基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣

乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介 が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を

護支援専門員の員数（指定居宅サービス等の事業の人員 除く。）に２分の１を乗じた数を加えた数を当該指定居

、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号 宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数（指定居宅サ

）第２条第８号に規定する常勤換算方法で算定した員数 ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

をいう。以下同じ。）で除して得た数（以下「取扱件数 成11年厚生省令第37号）第２条第８号に規定する常勤換

」という。）が40未満である場合又は40以上である場合 算方法で算定した員数をいう。以下同じ。）で除して得

において、40未満の部分について算定する。 た数（以下「取扱件数」という。）が40未満である場合
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又は40以上である場合において、40未満の部分について

算定する。

ロ 居宅介護支援費 取扱件数が40以上である場合にお ロ 居宅介護支援費 取扱件数が40以上である場合にお(ⅱ) (Ⅱ)

いて、40以上60未満の部分について算定する。 いて、40以上60未満の部分について算定する。

ハ 居宅介護支援費 取扱件数が40以上である場合にお ハ 居宅介護支援費 取扱件数が40以上である場合にお(ⅲ) (Ⅲ)

いて、60以上の部分について算定する。 いて、60以上の部分について算定する。

２ ⑵については、情報通信機器（人工知能関連技術を活用 （新設）

したものを含む。）の活用又は事務職員の配置を行ってい

る指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介

護支援を行い、かつ、月の末日において基準第14条第１項

の規定により、同項に規定する文書を提出している場合に

ついて、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算

定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める

地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハ

までにかかわらず、⑵の㈠を適用する。

イ 居宅介護支援費 取扱件数が45未満である場合又は(ⅰ)

45以上である場合において、45未満の部分について算定

する。

ロ 居宅介護支援費 取扱件数が45以上である場合にお(ⅱ)

いて、45以上60未満の部分について算定する。

ハ 居宅介護支援費 取扱件数が45以上である場合にお(ⅲ)

いて、60以上の部分について算定する。

３～８ (略） ２～７ (略）

ロ 初回加算 300単位 ロ 初回加算 300単位

注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計 注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計

画（法第８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。） 画（法第８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。）

を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合 を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合

その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、 その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、

１月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注３に規定 １月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注２に規定

する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該 する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該

加算は、算定しない。 加算は、算定しない。

-20-



- 85 -

ハ 特定事業所加算 ハ 特定事業所加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届け出た指 市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届け出た指

定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、１ 定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、１

月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲 月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲 業所加算 から特定事業所加算 までのいずれかの加算を算(Ⅰ) (Ⅲ)

げるその他の加算は算定しない。 定している場合においては、特定事業所加算 から特定事業(Ⅰ)

所加算 までのその他の加算は算定しない。(Ⅲ)

イ 特定事業所加算 505単位 イ 特定事業所加算 500単位(Ⅰ) (Ⅰ)

ロ 特定事業所加算 407単位 ロ 特定事業所加算 400単位(Ⅱ) (Ⅱ)

ハ 特定事業所加算 309単位 ハ 特定事業所加算 300単位(Ⅲ) (Ⅲ)

ニ 特定事業所加算 100単位 ニ 特定事業所加算 125単位(Ａ) (Ⅳ)

ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所は、１月につき

所定単位数を加算する。

ホ （略） ニ （略）

ヘ 退院・退所加算 ホ 退院・退所加算

注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護 注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護

老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院 老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院

又は退所（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定 又は退所（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号）別表指定 に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号）別表指定

地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老 地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護のタ又は指定施設サービス等に要 人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要

する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21 する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21

号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉 号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉

施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算を算定する場合 施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合

を除く。）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着 を除く。）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着

型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は 型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は

退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福 退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に 祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に
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関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を 関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を

作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す 作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す

る調整を行った場合（同一の利用者について、当該居宅サー る調整を行った場合（同一の利用者について、当該居宅サー

ビス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合 ビス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合

に限る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区 に限る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区

分に従い、入院又は入所期間中につき１回を限度として所定 分に従い、入院又は入所期間中につき１回を限度として所定

単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算 単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな 定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しな い。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しな

い。 い。

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

（削る） ヘ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年

厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」

という。）第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護を

いう。）の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情

報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模

多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第63

条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。以下同じ。）に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合

に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利

用開始日前６月以内において、当該利用者による当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定し

ている場合は、算定しない。

（削る） ト 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着

型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護をいう。）の利用を開始する際に、当該利用者に係

る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供
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する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型サービス基準第171条第１項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に提供し、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービ

ス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。

ただし、利用開始日前６月以内において、当該利用者による

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について

本加算を算定している場合は、算定しない。

ト 通院時情報連携加算 50単位 （新設）

注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるとき

に介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心

身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供

を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報

の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、

利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算

する。

チ・リ （略） チ・リ （略）
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別紙１ 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号）（抄）  

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

 

２～６ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、平成 30 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第

12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数

が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単位数の

合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定すること

とする。 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合

計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することと

する。 
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（例１）訪問介護（身体介護中心 20 分以上 30 分未満で 250 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

250×1.25＝312.5→313 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329 単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 396 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

396×６回＝2,376 単位 

2,376×0.15＝356.4→356 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

329 単位×８回＝2,632 単位 

2,632 単位×11.40 円／単位＝30,004.80 円→30,004 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並び

に定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密

（例１）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

394×1.25＝492.5→493 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

493×1.05＝517.65→518 単位 

＊394×1.25×1.05＝517.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

394×６回＝2,364 単位 

2,364×0.15＝354.6→355 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

518 単位×８回＝4,144 単位 

4,144 単位×11.40 円／単位＝47,241.60 円→47,241 円 

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算

等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数

は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応

型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知
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着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及

び複合型サービス費は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 396 単位、

訪問看護については 821 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は

算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 394 単位、

訪問看護については 816 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50
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分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪

問介護及び介護保険法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第１号訪

問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問

介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を

見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助についても、適

宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算定するこ

と。 

⑹・⑺ （略） 

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 394 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

（新設） 
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第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑼ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑼において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス基準」と

いう。）第 217 条第１項において電磁的記録により行うことができる

とされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によるこ

と。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

（新設） 
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ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から

第６項までの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

ニ その他、指定居宅サービス基準第 217 条第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまで

に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 
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限り、１日につき所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数が減算される

ことを説明した上で、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

⒂ （略） ⒂ （略） 

⒃ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、７⒂を参照されたい。 

（新設） 

⒄ 栄養改善加算について 

通所介護と同様であるので、７⒃を参照されたい。 

⒅ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７⒄を参照されたい。 

⒆ 口腔機能向上加算について 

通所介護と同様であるので、７⒅を参照されたい。 

⒃ 栄養改善加算について 

通所介護と同様であるので、７⒂を参照されたい。 

⒄ 栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７⒃を参照されたい。 

⒅ 口腔機能向上加算について 

通所介護と同様であるので、７⒄を参照されたい。 

⒇・(21) （略） ⒆・⒇ （略） 

(22) 科学的介護推進体制加算について 

通所介護と同様であるので、７⒆を参照されたい。 

（新設） 

(23) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に

通所介護を行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⒇を参照されたい。 

(21) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に

通所介護を行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⒅を参照されたい。 

(24) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が

送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注

21 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(22) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が

送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注

19 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(25) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７(22)を参照されたい。 

(23) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７⒇を参照されたい。 

(26) （略） (24) （略） 

(27) 移行支援加算について 

（略） 

(25) 社会参加支援加算について 

（略） 

(28) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３⑼④から⑧までを参照されたい。 

 

② （略） 

(26) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３⑺④から⑥まで、並びに指定訪問看

護と同様であるので４(25)②及び③を参照されたい。 

② （略） 

(29)～(31) （略） (27)～(29) （略） 

９ （略） ９ （略） 

第３ 居宅介護支援費に関する事項 

 １～４ （略） 

第３ 居宅介護支援費に関する事項 

１～４ （略） 
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５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成し

た月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないた

め、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院若しくは診療所又は地域

密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）か

ら退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見

に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対

してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成な

ど、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することがで

きる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、

個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、

それらの書類等を管理しておくこと。 

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注３の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大

臣基準告示第 82 号に規定することとしたところであるが、より具体的には

次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係

る規定を遵守するよう努めるものとする。市町村長（特別区の区長を含む。

以下この第３において同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、

遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情があ

る場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること

ができること 

・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由の説明を求めることができること 

・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（以下⑴において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位

置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該

指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置

付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事

業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占

める割合 

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成し

た月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないた

め、居宅介護支援費は請求できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注２の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大

臣基準告示第 82 号に規定することとしたところであるが、より具体的には

次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係

る規定を遵守するよう努めるものとする。市町村長（特別区の区長を含む。

以下この第３において同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、

遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情があ

る場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること

ができること 

・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由の説明を求めることができること 

（新設） 
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について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状

態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 ⑵～⑷  （略） 

７ 基本単位の取扱いについて 

⑴ 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費(ⅰ)、居宅介護支援費(ⅱ)、居宅介護支援費(ⅲ)を

区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体

の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総数に指定介護予防

支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（120 条告示

に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用

者を除く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算

方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

⑵ 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

情報通信機器（人工知能関連技術を含む）については、当該事業所の介

護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務

等の負担軽減や効率化に資するものとするが、具体的には、例えば、 

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケ

ーションを備えたスマートフォン 

・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組

み込んだタブレット 

等とする。 

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑶ 事務職員の配置 

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護

支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職

員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当

該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換

算で介護支援専門員１人あたり、１月 24 時間以上の勤務を必要とする。 

⑷ 居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利

用者の契約日が古いものから順に、１件目から 39 件目（常勤換算方法で

１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40 にその数を乗じ

について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状

態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

⑵～⑷  （略） 

７ 基本単位の取扱いについて 

⑴ 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅介護支援費(Ⅲ)を

区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体

の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総数に指定介護予防

支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（120 条告示

に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用

者を除く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算

方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑵ 居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利

用者の契約日が古いものから順に、１件目から 39 件目（常勤換算方法で

１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40 にその数を乗じ
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た数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費(ⅰ)を算定し、40

件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって

は、40 にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞ

れ居宅介護支援費(ⅱ)又は(ⅲ)を算定すること。 

ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は、「39 件目」を「44 件目」

と、「40」を「45」と読み替える。 

８ 注５について 

  （略） 

９ （略） 

10 特定事業所集中減算について 

⑴ 判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所

において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した

場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の

居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

① （略） 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を

４月１日から９月 30 日までとする。 

 

 

 

 

 

⑵～⑷ （略）  

11 特定事業所加算について 

⑴ 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、

専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業

所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の

向上に資することを目的とするものである。 

 

⑵ 基本的取扱方針 

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ａ)の対象となる事業所については、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所

た数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、40

件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあって

は、40 にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞ

れ居宅介護支援費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定すること。 

 

 

８ 注４について 

  （略） 

９ （略） 

10 特定事業所集中減算について 

⑴ 判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所

において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した

場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の

居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

① （略） 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を

４月１日から９月 30 日までとする。 

なお、大臣基準告示において第 83 号の規定は平成 30 年４月１日から適

用するとしているが、具体的には、①の期間（平成 30 年度においては、

４月１日から８月末日）において作成された居宅サービス計画の判定から

適用するものであり、減算については、同年 10 月１日からの居宅介護支

援から適用するものである。 

⑵～⑷ （略） 

 11 特定事業所加算について 

⑴ 趣旨 

  特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応

や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合

的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業

所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の

向上に資することを目的とするものである。 

⑵ 基本的取扱方針 

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の対象となる事業所については、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所
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であること 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、ど

のような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、

いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となる。 

 

 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、⑴に掲

げる趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。 

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、次に定める

ところによること。 

①・② （略） 

③ ⑶関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係

る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければなら

ないこと。 

ア・イ （略） 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

④ ⑷関係 

24 時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を

取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必

要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制

による対応等も可能であること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、携帯電話等の

転送による対応等も可能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報

を共有することから、指定居宅介護支援等基準第 23 条の規定の遵守と

ともに、利用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及び

その内容が理解できるよう説明を行い、同意を得ること。 

であること 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、ど

のような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、

いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所加算(Ⅳ)の対象とな

る事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積

極的に行う事業所であることが必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、⑴に掲

げる趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。 

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、次に定める

ところによること。 

①・② (略) 

③ ⑶関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係

る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければなら

ないこと。 

ア・イ （略） 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

 

 

 

 

 

④ ⑷関係 

24 時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を

取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必

要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制

による対応等も可能であること。 

 

 

 

 

 

-34-



67 
 

⑤ （略） 

⑥ ⑹関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所におけ

る介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のため

の勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体

的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なく

とも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。ま

た、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応

じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取

得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定

すればよいこと。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所

との共同開催による研修実施も可能である。 

⑦・⑧ （略） 

⑨ ⑽関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護

支援専門員１名当たり 40 名未満（居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場

合は 45 名未満）であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に

特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがない

よう配慮しなければならないこと。 

   ⑩ ⑾関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われてい

ることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、

当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入

を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにす

ること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所

との共同による協力及び協力体制も可能である。 

   ⑪ ⑿関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する

事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの

質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の

法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率

先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実

⑤ （略） 

⑥ ⑹関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所におけ

る介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のため

の勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体

的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なく

とも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。ま

た、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応

じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取

得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定

すればよいこと。 

 

 

⑦・⑧ （略） 

⑨ ⑽関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護

支援専門員１名当たり 40 名未満であれば差し支えないこととするが、

ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障が

でることがないよう配慮しなければならないこと。 

 

   ⑩ ⑾関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われてい

ることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、

当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入

を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにす

ること。 

 

 

   ⑪ ⑿関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する

事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの

質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の

法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率

先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実

-35-



68 
 

施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度

が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途

中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該

計画を策定すること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所

との協力による研修会等の実施も可能である。 

⑫ ⒀関係 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサー

ビスとは、介護給付等対象サービス（介護保険法第 24 条第２項に規定

する介護給付等対象サービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福

祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のこ

とをいう。 

⑬・⑭ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 特定事業所加算(Ａ)について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支

援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職

務を兼務しても差し支えないものとする。 

施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度

が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途

中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該

計画を策定すること。 

 

 

   （新設） 

 

 

 

 

 

⑫・⑬ （略） 

⑭ 特定事業所加算(Ⅳ)について 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算

の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事

業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月まで

の間において 35 回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件について

は、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の３月から前年度の

２月までの間において、算定回数が５回以上の場合に要件をみたすこ

ととなる。 

ウ 特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)の算定実績について 

特定事業所加算(Ⅳ)は、質の高いケアマネジメントを提供する体制の

ある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を

行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所

加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所加算(Ⅳ)

の算定はできない。 

（新設） 
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また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の

介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。

したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介

護支援専門員及び介護支援専門員１名の合計２名を常勤かつ専従で配

置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方法で１の合計３名を配置

する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は他の居

宅介護支援事業所（連携先事業所に限る。）の職務と兼務しても差し支

えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護保険施設

に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないも

のであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指

すものではない。 

⑯ （略） 

⑷ （略） 

12 特定事業所医療介護連携加算について 

⑴ 基本的取扱方針 

   当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携

に関する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。 

 ⑵ 具体的運用方針 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の

算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所

医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月ま

での間において 35 回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、

特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年

度の２月までの間において、算定回数が５回以上の場合に要件をみたす

こととなる。 

ウ 特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)の算定実績について 

特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供す

る体制のある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に

評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事

業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ （略） 

⑷ （略） 

（新設） 
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介護連携加算の算定はできない。 

13 （略）  

14 退院・退所加算について 

⑴ （略） 

⑵ 算定区分について 

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又

は入所期間中１回（医師等からの要請により退院に向けた調整を行うため

の面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を

含む。）のみ算定することができる。また、面談は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以

下この⑵において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならな

い。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

①～③ （略） 

 

12 （略） 

13 退院・退所加算について 

⑴ （略） 

⑵ 算定区分について 

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又

は入所期間中１回（医師等からの要請により退院に向けた調整を行うため

の面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を

含む。）のみ算定することができる。 

 

 

 

 

 

 

①～③ （略） 

⑶ その他の留意事項 

① ⑵に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

イ 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一

医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退

院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福

祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加す

るもの。 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 18 年３月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下このロにおいて「基

準」という。）第 134 条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助

及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された

場合の会議。ただし、基準第 131 条第１項に掲げる地域密着型介護老

人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するも

のに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあって

⑶ その他の留意事項 

① ⑵に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

イ 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一

医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たすも

の。 

 

 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 18 年３月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下このロにおいて「基

準」という。）第 134 条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助

及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された

場合の会議。ただし、基準第 131 条第１項に掲げる地域密着型介護老

人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するも

のに限る。 
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は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業

療法士等が参加すること。 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11

年３月 31 日厚生省令第 39 号。以下このハにおいて「基準」という。）

第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入

所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員

や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

（平成 11 年３月 31 日厚生省令第 40 号。以下このニにおいて「基準」

という。）第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入

所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員

や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30

年１月 18 日厚生労働省令第５号。以下このホにおいて「基準」とい

う。）第 12 条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業

者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ

し、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又は

その家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見

込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サ

ービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ヘ 介護療養型医療施設（平成 35 年度末までに限る。） 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 41 号。以下このヘにおいて「基準」という。）第９条第

 

 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11

年３月 31 日厚生省令第 39 号。以下このハにおいて「基準」という。）

第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入

所者又はその家族が参加するものに限る。 

 

 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

（平成 11 年３月 31 日厚生省令第 40 号。以下このニにおいて「基準」

という。）第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入

所者又はその家族が参加するものに限る。 

 

 

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30

年１月 18 日厚生労働省令第５号。以下このホにおいて「基準」とい

う。）第 12 条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業

者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ

し、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又は

その家族が参加するものに限る。 

 

 

ヘ 介護療養型医療施設（平成 35 年度末までに限る。） 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 41 号。以下このヘにおいて「基準」という。）第９条第
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５項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情

報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条

に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家

族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれ

る場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービス

を提供する作業療法士等が参加すること。 

②～④ （略） 

５項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情

報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条

に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家

族が参加するものに限る。 

 

 

②～④ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 通院時情報連携加算  

当該加算は、利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の

心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関す

る必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、算

定を行うものである。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、

医師等と連携を行うこと。 

14 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について 

当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、

利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用

者の小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力を行

った場合に、算定を行うものである。ただし、当該小規模多機能型居宅介護

事業所について６月以内に当該加算を算定した利用者については、算定する

ことができない。また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利

用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。 

15 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について 

当該加算は、介護支援専門員が、看護小規模多機能型居宅介護事業所に出

向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当

該利用者の看護小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成

に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該看護小規模多

機能型居宅介護事業所について６月以内に当該加算を算定した利用者につ

いては、算定することができない。また、当該加算は、利用者が看護小規模

多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるもの

とする。 

（新設） 

16・17 （略） 16・17 （略） 

 

（表略） 

別紙様式１ 

 

（表略） 

（新設） 
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別紙様式２ 

別紙様式３ 

（新設） 

（新設） 
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Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注 注 注

運営基準減算 特別地域居宅介護
支援加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

特定事業所集中減
算

要介護１・２ （ １，０７６単位 ）

要介護３・４・５ （ １，３９８単位 ）

要介護１・２ （ ５３９単位 ）

要介護３・４・５ （ ６９８単位 ）

要介護１・２ （ ３２３単位 ）

要介護３・４・５ （ ４１８単位 ）

要介護１・２ （ １，０７６単位 ）

要介護３・４・５ （ １，３９８単位 ）

要介護１・２ （ ５２２単位 ）

要介護３・４・５ （ ６７７単位 ）

要介護１・２ （ ３１３単位 ）

要介護３・４・５ （ ４０６単位 ）

（１）　特定事業所加算（Ⅰ）

（２）　特定事業所加算（Ⅱ）

（３）　特定事業所加算（Ⅲ）

（４）　特定事業所加算（Ａ）

（１）　入院時情報連携加算（Ⅰ）

（２）　入院時情報連携加算（Ⅱ）

（１）　退院・退所加算（Ⅰ）イ

（２）　退院・退所加算（Ⅰ）ロ

（３）　退院・退所加算（Ⅱ）イ

（４）　退院・退所加算（Ⅱ）ロ

（５）　退院・退所加算（Ⅲ）

死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合

※　令和３年９月３０日までの間は、居宅介護支援費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

基本部分

イ　居宅介護支援費
　　（１月につき）

（１）居宅介護支援費（Ⅰ）

（一）　居宅介護支援費（ⅰ）

（運営基準減算の場合）
×５０／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

算定しない

＋１５／１００

１月につき
－２００単位

（二）　居宅介護支援費（ⅱ）

（三）　居宅介護支援費（ⅲ）

（２）居宅介護支援費（Ⅱ）

（一）　居宅介護支援費（ⅰ）

（二）　居宅介護支援費（ⅱ）

（三）　居宅介護支援費（ⅲ）

＋１０／１００

＋１５／１００ ＋１０／１００

ロ　初回加算 （１月につき　＋３００単位）

ハ　特定事業所加算

（１月につき　＋５０５単位）

（１月につき　＋４０７単位）

（１月につき　＋３０９単位）

（１月につき　＋１００単位）

（１月につき　＋１２５単位）

ホ　入院時情報連携加算

（１月につき　＋２００単位）

（１月につき　＋１００単位）

ヘ　退院・退所加算
　　（入院または入所期間中1回を限度に算定）

（＋４５０単位）

（＋６００単位）

（＋６００単位）

（＋７５０単位）

＋５／１００

※居宅介護支援費（Ⅰ）については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４０件以上である場合、４０件以上６０件未満の部分については（ⅱ）を、６０件以上の部分については（ⅲ）を算定する。
※居宅介護支援費（Ⅱ）については、一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む。）の活用又は事務職員の配置を行っている場合に算定できる。なお、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４５件以上である場合、
４５件以上６０件未満の部分については（ⅱ）を、６０件以上の部分については（ⅲ）を算定する。

（＋９００単位）

ト　通院時情報連携加算 （１月につき　＋５０単位）

チ　緊急時等居宅カンファレンス加算 （１月に２回を限度に　＋２００単位）

リ　ターミナルケアマネジメント加算 （＋４００単位）

ニ　特定事業所医療介護連携加算

介護　16
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

情報通信機器等の活用等の体制

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

特定事業所集中減算

特定事業所加算

特定事業所医療介護連携加算

ターミナルケアマネジメント加算

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅介護支援）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

43 居宅介護支援

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ａ

１　なし　２　あり

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他
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